
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に絶縁膜を介して堆積された第１の金属膜と、前記第１の金属膜の上に堆
積されたバリア膜と、前記バリア膜上に の金属膜との積層膜からなる金属
配線と、
　前記金属配線の上に

層間絶縁膜と、
　
　 ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　前記第２の金属膜と前記第３の金属膜とは同種の金属からなることを特徴とする請求項
１に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第２の金属膜及び前記第３の金属膜は銅を主成分とする金属からなり、
　前記第３の金属膜はメッキ法により成長しており、前記第２の金属膜と前記第３の金属
膜との間には密着層が形成されていないことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。

10

20

JP 3686325 B2 2005.8.24

形成された第２

それぞれ形成されており、前記第２の金属膜の上に成長した第３の
金属膜よりなるプラグ及び第１の

前記プラグ及び第１の層間絶縁膜を覆うように形成された第２の層間絶縁膜とを備え、
前記プラグの底部は前記第２の金属膜と接続されている

前記第１の金属膜は、アルミ合金、金、銀、銅又はプラチナよりなり、前記第２の金属
膜及び前記第３の金属膜は、金、銀、銅又はプラチナよりなることを特徴とする請求項１
に記載の半導体装置。



【請求項５】
　前記金属配線を構成する前記第１の金属膜の配線抵抗は、前記金属配線を構成する前記
第２の金属膜の配線抵抗のほぼ５分の１以下であることを特徴とする請求項１に記載の半
導体装置。
【請求項６】
　前記金属配線を構成する前記第１の金属膜の配線抵抗と、前記金属配線を構成する前記
第２の金属膜の配線抵抗とは、ほぼ等しいことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置
。
【請求項７】
　

【請求項８】
　
　
　
　

　

　

　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　
　

【請求項１２】

【請求項１３】
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金属配線と、該金属配線と接続するプラグとを備えた半導体装置及びその製造
方法に関する。
【０００２】
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前記第２の層間絶縁膜における前記金属配線同士の間には空隙が形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置。

基板上に第１の金属膜を堆積する工程と、
前記第１の金属膜の上面全体にシート状の第２の金属膜を堆積する工程と、
前記第２の金属膜の上に第１の層間絶縁膜を形成する工程と、
前記第１の層間絶縁膜内に接続孔を形成して、前記第２の金属膜を前記接続孔の底部に

露出させる工程と、
前記接続孔の内部において前記第２の金属膜上に第３の金属膜を成長させて、該第３の

金属膜からなるプラグを形成する工程と、
前記第１の層間絶縁膜を配線形状にパターニングして、パターン化された前記第１の層

間絶縁膜を形成する工程と、
前記第１の金属膜と前記第２の金属膜からなる積層膜に対して、前記プラグ及びパター

ン化された前記第１の層間絶縁膜をマスクとしてエッチングを行なって、前記積層膜から
なる金属配線を形成する工程とを備えていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

前記第３の金属膜はメッキ法により成長することを特徴とする請求項８に記載の半導体
装置の製造方法。

前記第２の金属膜と前記第３の金属膜とは同種の金属からなることを特徴とする請求項
８に記載の半導体装置の製造方法。

前記第２の金属膜及び前記第３の金属膜は銅を主成分とする金属からなり、
前記第３の金属膜は、前記第２の金属膜との間に密着層を介在させることなく、メッキ

法により成長することを特徴とする請求項８に記載の半導体装置の製造方法。

前記第１の金属膜と前記第２の金属膜の間にバリア膜を形成する工程をさらに備えている
ことを特徴とする請求項８に記載の半導体装置の製造方法。

前記金属配線を形成した後、第２の層間絶縁膜を前記第１の層間絶縁膜及び前記プラグ
の上に形成する工程と、
　前記第２の層間絶縁膜の表面を平坦化して、前記プラグの表面を前記第２の層間絶縁膜
表面に露出させる工程とをさらに備え、

隣り合う前記金属配線同士の間には空隙が形成されていることを特徴とする請求項８に
記載の半導体装置の製造方法。



【従来の技術】
現在量産化されている最先端の半導体装置の加工寸法は０．１８μｍであり、加工寸法の
微細化は今後ますます進み、次世代以降の加工寸法は０．１５μｍ、０．１３μｍ、そし
て０．１μｍと確実に微細化していく。その際、金属配線とプラグとの位置合せ（アライ
メント）精度は±１０％以下であることが好ましい。
【０００３】
しかしながら、金属配線の微細化が進む中で、±１０％以下のアライメント精度を実現す
るためには、リソグラフィ技術のみでは対応が困難であり、セルフアライメント法を用い
る微細加工が必要不可欠となってくる。
【０００４】
また、近年の多層配線は、配線遅延を低減するために、層間絶縁膜として比誘電率ｋが小
さい材料、いわゆるＬｏｗ－ｋ材料を使用する技術、又は配線間にエアギャップ（空隙）
を形成する技術等の開発が進められている。
【０００５】
以下、アライメント精度の向上を目的として開発されたセルフアライメント法により形成
された、プラグ及び金属配線を備えた半導体装置の製造方法の一例について、図１７（ａ
）～（ｄ）、図１８（ａ）～（ｃ）、図１９（ａ）～（ｃ）及び図２０（ａ）～（ｃ）を
参照しながら説明する。
【０００６】
まず、図１７（ａ）に示すように、半導体基板１０の上に、周知の化学気相蒸着（ＣＶＤ
： Chemical Vapor Deposition ）法又は回転塗布法により、絶縁性物質からなる絶縁膜１
１を形成した後、図示は省略しているが、絶縁膜１１に、半導体基板１０又は半導体基板
１０上の配線と接続されるプラグを形成する。尚、絶縁膜１１としては、通常、シリコン
酸化膜（比誘電率ｋは４．３程度である。）又はシリコン酸化膜よりも比誘電率の低い低
誘電率膜が用いられる。
【０００７】
次に、図１７（ｂ）に示すように、絶縁膜１１の上に、第１のバリアメタル層１２、金属
膜１３及び第２のバリアメタル層１４を順次堆積して積層金属膜１５を形成する。尚、金
属膜１３は、周知のスパッタリング法により堆積されたアルミニウム膜からなり、第１及
び第２のバリアメタル層１２、１４は、周知のスパッタリング法により堆積され、金属膜
１３がアルミニウム膜からなる場合には、通常窒化チタンが用いられる。
【０００８】
次に、図１７（ｃ）に示すように、積層金属膜１５の上に、ＣＶＤ法又は回転塗布法によ
り、絶縁性物質からなる第１の層間絶縁膜１６を形成した後、該第１の層間絶縁膜１６の
上に、周知のリソグラフィ法により、第１のレジストパターン１７を形成する。
【０００９】
次に、図１７（ｄ）に示すように、第１の層間絶縁膜１６に対して第１のレジストパター
ン１７をマスクとしてドライエッチングを行なって、第１の層間絶縁膜１６に接続孔（ヴ
ィアホール）１８を形成する。
【００１０】
次に、図１８（ａ）に示すように、ＣＶＤ法により、第１の層間絶縁膜１６の上に導電膜
１９を接続孔１８が埋まるように堆積する。尚、導電膜１９としては、例えばタングステ
ン膜が用いられ、図示は省略しているが、導電膜１９の下側にはスパッタリング法により
形成されたチタン膜及び窒化チタン膜からなるバリアメタル層が形成されている。
【００１１】
ところで、接続孔１８のアスペクト比（開口径に対する深さの比）がおよそ４以上になる
と、導電膜１９における接続孔１８の内部の領域にボイド２０が形成される。
【００１２】
次に、導電膜１９における第１の層間絶縁膜１６の上側に位置する部分を例えば化学機械
研磨（ CMP： Chemical Mechanical Polishing）法により除去して、図１８（ｂ）に示すよ
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うにプラグ２１を形成した後、第１の層間絶縁膜１６に対して全面的にドライエッチング
を行なって、図１８（ｃ）に示すように、第１の層間絶縁膜１６を薄膜化する。
【００１３】
次に、図１９（ａ）に示すように、薄膜化された第１の層間絶縁膜１６の上に第２のレジ
ストパターン２２を形成した後、第１の層間絶縁膜１６に対して第２のレジストパターン
２２をマスクにしてドライエッチングを行なって、図１９（ｂ）に示すように、パターン
化された第１の層間絶縁膜１６Ａを形成する。
【００１４】
次に、積層金属膜１５に対して、プラグ２１及びパターン化された第１の層間絶縁膜１６
Ａをマスクにしてドライエッチングを行なって、図１９（ｃ）に示すように、積層金属膜
１５からなる金属配線１５Ａを形成する。このように、プラグ２１と金属配線１５Ａとは
セルフアライメント構造になっているため、プラグ２１と金属配線１５Ａとの間の位置ず
れは発生しない。
【００１５】
尚、第２のレジストパターン２２は、積層金属膜１５に対するドライエッチング工程の前
又は後に、アッシングにより除去される。第２のレジストパターン２２が積層金属膜１５
に対するドライエッチング工程の後に除去される場合であっても、第２のレジストパター
ン２２におけるプラグ２１の上に存在する部分は、積層金属膜１５に対するドライエッチ
ング工程において消滅するため、プラグ２１の上部が若干エッチングされるので、ボイド
２０の上部に開口部２０ａが形成される。
【００１６】
次に、絶縁膜１１及びパターン化された第１の層間絶縁膜１６Ａに対して全面的にドライ
エッチングを行なって、図２０（ａ）に示すように、絶縁膜１１及びパターン化された第
１の層間絶縁膜１６Ａを薄膜化する。
【００１７】
次に、図２０（ｂ）に示すように、ＣＶＤ法により、半導体基板１０の上に全面に亘って
第２の層間絶縁膜２３を堆積して、金属配線１５Ａ同士の間に空隙（エアギャップ）２４
を形成した後、図２０（ｃ）に示すように、ＣＭＰ法により第２の層間絶縁膜２３を平坦
化する。
【００１８】
その後、図１７（ｂ）～図２０（ｃ）に示す工程を繰り返し行なうと、エアギャップを有
する多層配線構造を備えた半導体装置を製造することができる。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、前述した従来の半導体装置の製造方法によると、接続孔１８のアスペクト比が
およそ４以上になると、図１８（ｂ）のように、プラグ２１の内部にボイド２０が形成さ
れるため、空隙２４を有する金属配線１５Ａが形成されたときには、図２０（ｃ）に示す
ように、プラグ２１のボイド２０に完全な開口部２０ａが形成されてしまう。
【００２０】
このため、第２の層間絶縁膜２３の上に形成される上層の金属配線と、プラグ２１との間
の電気抵抗が著しく増大するので、デバイスの特性が劣化するという問題がある。
【００２１】
この場合、上層の金属配線と接続プラグ２１との電気抵抗が限界を越える程度に大きくな
ると、金属配線構造の信頼性が著しく低下し、最悪の場合には半導体装置が動作しなくな
るという問題が起きる。
【００２２】
また、第２の層間絶縁膜２３をＣＭＰ法により平坦化する工程において、ＣＭＰ法に用い
る研磨剤がボイド２０の内部に侵入し、プラグ２１が研磨剤により腐食されるという問題
も発生する。
【００２３】
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前記に鑑み、本発明は、接続孔のアスペクト比が高くなっても、接続孔に形成されるプラ
グにボイドができないようにして、高性能で且つ高信頼性を有する半導体装置が得られる
ようにすることを目的とする。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するため、本発明に係る半導体装置は、半導体基板上に絶縁膜を介して
堆積された第１の金属膜と、該第１の金属膜の上に堆積された第２の金属膜との積層膜か
らなる金属配線と、金属配線の上に形成された層間絶縁膜と、層間絶縁膜に形成された接
続孔の内部において第２の金属膜の上に選択的に成長した第３の金属膜からなるプラグと
を備えている。
【００２５】
本発明に係る半導体装置によると、プラグは、接続孔の内部において第２の金属膜の上に
選択的に成長した第３の金属膜からなるため、プラグにはボイドが存在しないので、半導
体装置の性能及び信頼性が向上する。
【００２６】
本発明に係る半導体装置において、第３の金属膜はメッキ法により成長した膜であること
が好ましい。
【００２７】
このようにすると、第２の金属膜の上に第３の金属膜を確実に成長させることができるの
で、半導体装置の性能及び信頼性が確実に向上する。
【００２８】
本発明に係る半導体装置において、第２の金属膜と第３の金属膜とは同種の金属からなる
ことが好ましい。
【００２９】
このようにすると、第２の金属膜の上に第３の金属膜を確実に成長させることができるの
で、半導体装置の性能及び信頼性が確実に向上する。
【００３０】
本発明に係る半導体装置において、第２の金属膜及び第３の金属膜は銅を主成分とする金
属からなり、第３の金属膜はメッキ法により成長しており、第２の金属膜と第３の金属膜
との間には密着層が形成されていないことが好ましい。
【００３１】
このように、第２の金属膜及び第３の金属膜が銅を主成分とする金属からなり、第３の金
属膜がメッキ法により選択的に成長すると、低抵抗で且つ金属配線との接触抵抗が低いプ
ラグを確実に形成することができる。
【００３２】
本発明に係る半導体装置において、層間絶縁膜における金属配線同士の間には空隙が形成
されていることが好ましい。
【００３３】
このようにすると、層間絶縁膜における金属配線間の比誘電率を低減して、金属配線間の
静電容量を抑制することができる。
【００３４】
本発明に係る半導体装置において、金属配線を構成する第１の金属膜の配線抵抗は、金属
配線を構成する第２の金属膜の配線抵抗のほぼ５分の１以下であることが好ましい。
【００３５】
このようにすると、金属配線を流れる電流は実質的に第１の金属膜中を流れて第２の金属
配線中には殆ど流れないため、第１の金属膜は電流を流す役割を担う一方第２の金属膜は
第３の金属膜を成長させるためのシード層として役割を担うというように、第１の金属膜
と第２の金属膜とが役割分担をできるので、第１の金属膜及び第２の金属膜として役割に
応じた最適な材料を選択することができる。
【００３６】
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本発明に係る半導体装置において、金属配線を構成する第１の金属膜の配線抵抗と、金属
配線を構成する第２の金属膜の配線抵抗とは、ほぼ等しいことが好ましい。
【００３７】
このようにすると、第１の金属膜を流れる電流の分布定数回路における位相と、第２の金
属膜を流れる電流の分布定数回路における位相とは、金属配線の全領域においてほぼ等し
くなるので、該金属配線を流れる電流により伝搬される信号の乱れを最小限に抑制するこ
とができる。
【００３８】
本発明に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板上に絶縁膜を介して第１の金属膜を堆
積する工程と、第１の金属膜の上に第２の金属膜を堆積する工程と、第２の金属膜の上に
層間絶縁膜を形成する工程と、層間絶縁膜に接続孔を形成して、第２の金属膜を接続孔に
露出させる工程と、接続孔の内部において第２の金属膜の上に第３の金属膜を選択的に成
長させて、第３の金属膜からなるプラグを形成する工程と、層間絶縁膜を配線形状にパタ
ーニングして、パターン化された層間絶縁膜を形成する工程と、第１の金属膜と第２の金
属膜とからなる積層膜に対して、プラグ及びパターン化された層間絶縁膜をマスクにして
エッチングを行なって、積層膜からなる金属配線を形成する工程とを備えている。
【００３９】
本発明に係る半導体装置の製造方法によると、第２の金属膜の上に層間絶縁膜を形成した
後、該層間絶縁膜に接続孔を形成して、第２の金属膜を接続孔に露出させ、その後、接続
孔の内部において第２の金属膜の上に第３の金属膜を選択的に成長させて、第３の金属膜
からなるプラグを形成するため、接続孔の底部に均一で且つ所望の厚さを持つ第２の金属
膜からなるシード層を形成できるので、第３の金属膜を確実に成長させることができ、こ
れによって、ボイドの無い良好なプラグを形成することができる。
【００４０】
本発明に係る半導体装置の製造方法において、第３の金属膜はメッキ法により成長するこ
とが好ましい。
【００４１】
このようにすると、第２の金属膜の上に第３の金属膜を確実に成長させることができるの
で、半導体装置の性能及び信頼性が確実に向上する。
【００４２】
本発明に係る半導体装置の製造方法において、第２の金属膜と第３の金属膜とは同種の金
属からなることが好ましい。
【００４３】
このようにすると、第２の金属膜の上に第３の金属膜を確実に成長させることができるの
で、半導体装置の性能及び信頼性が確実に向上する。
【００４４】
本発明に係る半導体装置の製造方法において、第２の金属膜及び第３の金属膜は銅を主成
分とする金属からなり、第３の金属膜は、第２の金属膜との間に密着層を介在させること
なく、メッキ法により成長することが好ましい。
【００４５】
このようにすると、低抵抗で且つ金属配線との接触抵抗が低いプラグを確実に形成するこ
とができる。
【００４６】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
以下、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図面を参照
しながら説明する。
【００４７】
図１は、第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法のシーケンスを表わしている。図１
に示すように、第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法は、半導体基板上の絶縁膜の
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上に積層金属膜を形成する第１の工程と、該積層金属膜の上に第１の層間絶縁膜を形成す
る第２の工程と、該第１の層間絶縁膜に前記積層金属膜に達するように接続孔を形成する
第３の工程と、該接続孔に導電膜を埋め込んでプラグを形成する第４の工程と、積層金属
膜をパターニングして金属配線を形成する第５の工程と、第２の層間絶縁膜を形成する第
６の工程と、第２の層間絶縁膜を平坦化する第７の工程とを備えている。
【００４８】
また、前述の第１～第７の工程を繰り返し行なうことにより、多層配線構造を有する半導
体装置を製造することができる。
【００４９】
以下、前述の第１～第７の工程について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００５０】
＜第１の工程＞
以下、半導体基板上の絶縁膜の上に積層金属膜を形成する第１の工程について、図２及び
図９（ａ）～（ｄ）を参照しながら説明する。
【００５１】
まず、図９（ａ）に示すように、半導体基板１００の上に、ＣＶＤ法又は回転塗布法によ
り、絶縁性物質からなる絶縁膜１０１を形成した後、図示は省略しているが、絶縁膜１０
１に、半導体基板１００又は半導体基板１００上の配線と接続されるプラグを形成する。
尚、絶縁膜１０１としては、シリコン酸化膜（比誘電率ｋは４．３程度である。）又はシ
リコン酸化膜よりも比誘電率が低い低誘電率膜（いわゆる、Ｌｏｗ－ｋ膜）が用いられる
。低誘電率膜としては、アロマティクポリマー等の有機膜、フッ素を含有するシリコン酸
化膜（ Fluorinated Silicate Glass）のような無機膜、又はメチル基等を含有するシリコ
ン酸化膜のような有機無機ハイブリッド膜等を用いることができる。また、Ｌｏｗ－ｋ膜
よりも比誘電率が低いＵＬＫ（Ｕｌｔｒａ　Ｌｏｗ－Ｋ）膜であって、Ｓｉ－Ｓｉ結合及
びＳｉ－Ｏ結合を有し内部に空孔を有するポーラス膜等を用いることもできる。
【００５２】
次に、図９（ｂ）に示すように、絶縁膜１０１の上に、第１のバリアメタル層１０２、第
１の金属膜１０３及び第２のバリアメタル層１０４を順次堆積した後、図９（ｃ）に示す
ように、第２のバリアメタル層１０４の上に第２の金属膜１０５を堆積し、その後、図９
（ｄ）に示すように、第２の金属膜１０５の上に拡散防止膜１０６を堆積する。
【００５３】
第１の金属膜１０３は、スパッタリング法、ＣＶＤ法又はメッキ法により形成され、アル
ミ合金、金、銀、銅又はプラチナ等の低抵抗材料を用いることができ、第２の金属膜１０
５は、スパッタリング法、ＣＶＤ法又はメッキ法により形成され、金、銀、銅又はプラチ
ナ等の低抵抗材料を用いることができる。
【００５４】
第１及び第２のバリアメタル層１０２、１０４としては、チタン膜若しくは窒化チタン膜
又はタンタル膜若しくは窒化タンタル膜のように、密着性を向上させると共に金属の拡散
を防止する膜を用いることが好ましい。
【００５５】
拡散防止膜１０６としては、第２の金属膜１０５を構成する金属の拡散を防止できる膜で
あることが必要であって、例えばＣＶＤ法により堆積されるシリコン窒化膜又はシリコン
炭化膜等を用いることができる。また、拡散防止膜１０６としては、比誘電率の低い膜で
あることが好ましいと共に密着性に優れていることが好ましい。
【００５６】
尚、第１及び第２のバリアメタル層１０２、１０４は第１の金属膜１０３を構成する金属
が拡散し難い場合には省いてもよいし、拡散防止膜１０６は、第２の金属膜１０５が密着
性に優れていると共に拡散し難い場合には省いてもよい。
【００５７】
＜第２の工程＞
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以下、積層金属膜の上に第１の層間絶縁膜を形成する第２の工程について、図３及び図１
０（ａ）を参照しながら説明する。
【００５８】
まず、図１０（ａ）に示すように、積層金属膜を構成する拡散防止膜１０６の上に、ＣＶ
Ｄ法又は回転塗布法により、絶縁性物質からなる第１の層間絶縁膜１０７を形成する。第
１の層間絶縁膜１０７としては、シリコン酸化膜、又はＬｏｗ－Ｋ）膜、例えばアロマテ
ィクポリマー等の有機膜、フッ素を含有するシリコン酸化膜等の無機膜若しくはメチル基
等を含有するシリコン酸化膜等の有機無機ハイブリッド膜、又はＵＬＫ膜、例えばＳｉ－
Ｓｉ結合及びＳｉ－Ｏ結合を有し内部に空孔を有するポーラス膜等を用いることができる
。
【００５９】
＜第３の工程＞
以下、第１の層間絶縁膜に接続孔（ヴィアホール）を形成する第３の工程について、図４
及び図１０（ｂ）、（ｃ）を参照しながら説明する。
【００６０】
図１０（ｂ）に示すように、第１の層間絶縁膜１０７の上に、周知のリソグラフィ法によ
り、第１のマスクパターン１０８を形成した後、第１の層間絶縁膜１０７及び拡散防止膜
１０６に対して、第１のマスクパターン１０８をマスクとし且つフロンを主成分とするガ
スを用いるプラズマエッチングを行なって、図１０（ｃ）に示すように、第１の層間絶縁
膜１０７及び拡散防止膜１０６に接続孔１０９を形成する。
【００６１】
尚、第１のマスクパターン１０８としては、第１の層間絶縁膜１０７が無機膜又は有機無
機ハイブリッド膜からなる場合にはレジストパターンを用いることが好ましく、第１の層
間絶縁膜１０７が有機膜からなる場合にはシリコン酸化膜等からなるハードマスクを用い
ることが好ましい。
【００６２】
また、第１の層間絶縁膜１０７及び拡散防止膜１０６に対するプラズマエッチングは、連
続して行なってもよいし、２工程に分けて行なってもよい。
【００６３】
＜第４の工程＞
以下、プラグを形成する第４の工程について、図５、図１１（ａ）～（ｃ）及び図１２（
ａ）を参照しながら説明する。
【００６４】
まず、図１１（ａ）に示すように、ＣＶＤ法又はスパッタ法により、接続孔１０９の壁面
及び底面並びに第１の層間絶縁膜１０７の上面に対して全面に亘って密着層１１０を堆積
する。
【００６５】
次に、密着層１１０に対して、例えばフロンを主成分とするエッチングガスからなるプラ
ズマを用いる異方性エッチングを行なって、図１１（ｂ）に示すように、密着層１１０に
おける、接続孔１０９の底面及び第１の層間絶縁膜１０７の上面に存在する部分を除去し
て、密着層１１０を接続孔１０９の壁面にのみ残存させる。その後、接続孔１０９の底部
に露出した第２の金属膜１０５の表面を、例えばアルゴンガスからなるプラズマ又はアル
ゴンと水素との混合ガスからなるプラズマを用いてスパッタリングすることによりクリー
ニングを行なう。
【００６６】
次に、図１１（ｃ）に示すように、接続孔１０９の底面に露出している第２の金属膜１０
５の上に第３の金属膜１１１をメッキ法により選択的に成長させた後、該第３の金属膜１
１１における第１の層間絶縁膜１０７の上に存在する部分をＣＭＰ法により除去して、図
１２（ａ）に示すように、第３の金属膜１１１からなるプラグ１１２を形成する。
【００６７】
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第３の金属膜１１１としては、金、銀、銅又はプラチナ等の低抵抗金属を用いることがで
き、第２の金属膜１０５と第３の金属膜１１１とは、同種の金属であってもよいし、異な
る金属であってもよい。もっとも、第３の金属膜１１１として第２の金属膜１０５と同種
の金属を用いると、第３の金属膜１１１を無電解メッキ法だけでなく電解メッキ法によっ
ても成長させることは容易である。
【００６８】
第３の金属膜１１１は、無電解メッキ法又は電解メッキ法により成長させることができる
が、第２の金属膜１０５が半導体基板１００の上にシート状に存在するため、第３の金属
膜１１１を電解メッキ法により成長させることは容易である。
【００６９】
密着層１１０としては、シリコン窒化膜又はシリコン炭化膜等のような絶縁膜を用いるこ
とができるが、第３の金属膜１１１を構成する金属が第１の層間絶縁膜１０７に拡散する
ことを防止できる材料を選択することが好ましい。従って、密着層１１０の材質としては
、第３の金属膜１１１との適合性を考慮して選択することが好ましい。
【００７０】
ところで、従来から知られているプラグの形成方法、つまり、ＣＶＤ法により接続孔に金
属膜例えばタングステン膜を埋め込む第１の方法、又はスパッタリング法により接続孔の
底面を含む層間絶縁膜の上に全面に亘ってシード層を形成しておき、接続孔の内部におい
てシード層の上にメッキ法により金属膜を成長させる第２の方法によると、接続孔のアス
ペクト比が４以上になると、プラグの内部にボイドが形成されてしまうという問題がある
。その理由は、第１の方法によると、接続孔の内部に金属膜をボイドが形成されないよう
に埋め込むことができないことに原因があり、第２の方法によると、接続孔の底面に均一
にシード層を形成することができないことに原因がある。
【００７１】
ところが、本実施形態にように、第２の金属膜１０５の上に第１の層間絶縁膜１０７を形
成した後、第１の層間絶縁膜１０７に接続孔１０９を形成して、第２の金属膜１０５を接
続孔１０９に露出させると、接続孔１０９の底部に均一で且つ所望の厚さを有する第２の
金属膜１０５からなるシード層を確実に形成できるため、接続孔１０９の内部において第
２の金属膜１０５の上に第３の金属膜１１１を確実に成長させることができるので、ボイ
ドの無い良好なプラグ１１２を形成することができる。
【００７２】
尚、本実施形態においては、メッキ法により第３の金属膜１１１を成長させたが、これに
代えて、選択ＣＶＤ法により、接続孔１０９の内部において第２の金属膜１０５の上に第
３の金属膜１１１を選択的に成長させてもよい。
【００７３】
＜第５の工程＞
以下、金属配線を形成する第５の工程について、図６、図１２（ｂ）、（ｃ）、図１３（
ａ）～（ｃ）及び図１４（ａ）を参照しながら説明する。
【００７４】
まず、図１２（ｂ）に示すように、第１の層間絶縁膜１０７に対して全面的にエッチング
を行なって、第１の層間絶縁膜１０７を薄膜化すると共に、薄膜化された第１の層間絶縁
膜１０７からプラグ１１２を突出させる。
【００７５】
次に、図１２（ｃ）に示すように、第１の層間絶縁膜１０７の上に第２のマスクパターン
１１３を形成した後、第１の層間絶縁膜１０７及び拡散防止膜１０６に対して、第２のマ
スクパターン１１３をマスクとして用い且つフロンを主成分とするガスからなるプラズマ
エッチングを行なって、図１３（ａ）に示すように、パターン化された第１の層間絶縁膜
１０７Ａ及びパターン化された拡散防止膜１０６Ａを形成する。
【００７６】
尚、第２のマスクパターン１１３としては、第１の層間絶縁膜１０７が有機膜と異なる場
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合にはレジストパターンを用いることが好ましく、第１の層間絶縁膜１０７が有機膜であ
る場合にはシリコン酸化膜等からなるハードマスクを用いることが好ましい。
【００７７】
また、第１の層間絶縁膜１０７及び拡散防止膜１０６に対するプラズマエッチングは、連
続して行なってもよいし、２工程に分けて行なってよい。
【００７８】
次に、第２の金属膜１０５に対して、第２のマスクパターン１１３、プラグ１１２及びパ
ターン化された第１の層間絶縁膜１０７Ａをマスクとしてドライエッチングを行なって、
図１３（ｂ）に示すように、パターン化された第２の金属膜１０５Ａを形成した後、第２
のバリアメタル層１０４、第１の金属膜１０３及び第１のバリアメタル層１０２に対して
、プラグ１１２及びパターン化された第１の層間絶縁膜１０７Ａをマスクとしてドライエ
ッチングを行なって、図１３（ｃ）に示すように、パターン化された、第２のバリアメタ
ル層１０４Ａ、第１の金属膜１０３Ａ及び第１のバリアメタル層１０２Ａを形成すること
により、パターン化された、第２の金属膜１０５Ａ、第２のバリアメタル層１０４Ａ、第
１の金属膜１０３Ａ及び第１のバリアメタル層１０２Ａからなる金属配線１１４を形成す
る。
【００７９】
尚、第２の金属膜１０５に対するエッチング工程、並びに第２のバリアメタル層１０４、
第１の金属膜１０３及び第１のバリアメタル層１０２に対するエッチング工程は、塩素ガ
ス、臭素ガス又はヨウ素ガスを主成分とするガスからなるプラズマエッチングにより行な
うことができると共に、前者のエッチング工程と後者のエッチング工程とは、連続して行
なってもよいし、２工程に分けて行なってよい。
【００８０】
ところで、第２の金属膜１０５に対するエッチング工程、並びに第２のバリアメタル層１
０４、第１の金属膜１０３及び第１のバリアメタル層１０２に対するエッチング工程は、
いずれも、プラグ１１２及びパターン化された第１の層間絶縁膜１０７Ａをマスクとして
行なわれるため、パターン化された、第１のバリアメタル層１０２Ａ、第１の金属膜１０
３Ａ、第２のバリアメタル層１０４Ａ及び第２の金属膜１０５Ａからなる金属配線１１４
と、プラグ１１２とは、自己整合（セルフアライメント）構造を有している。従って、金
属配線１１４及びプラグ１１２に対して、位置ずれすることなく微細加工を施すことがで
きる。
【００８１】
次に、図示は省略しているが、残存している第２のマスクパターン１１３をアッシングに
より除去した後に洗浄を行なう。
【００８２】
次に、パターン化された第１の層間絶縁膜１０７Ａ、及び絶縁膜１０１に対して全面的に
ドライエッチングを行なって、図１４（ａ）に示すように、パターン化された第１の層間
絶縁膜１０７Ａを薄膜化すると共に、絶縁膜１０１を薄膜化して該絶縁膜１０１に凹状溝
１１５を形成する。
【００８３】
＜第６の工程＞
以下、第２の層間絶縁膜を形成する第６の工程について、図７及び図１４（ｂ）を参照し
ながら説明する。
【００８４】
図１４（ｂ）に示すように、ＣＶＤ法により、半導体基板１００の上に全面に亘って第２
の層間絶縁膜１１６を堆積して、金属配線１１４同士の間に空隙（エアギャップ）１１７
を形成する。
【００８５】
＜第７の工程＞
以下、第２の層間絶縁膜を平坦化する第７の工程について、図８及び図１４（ｃ）を参照
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しながら説明する。
【００８６】
図１４（ｃ）に示すように、ＣＭＰ法により、第２の層間絶縁膜１１６を平坦化して、プ
ラグ１１２の上面を露出させる。
【００８７】
次に、図９（ｂ）～図１４（ｃ）を参照しながら説明した各工程を繰り返し行なうことに
より、エアギャップを有する多層配線構造を形成する。
【００８８】
以下、パターン化された第１の金属膜１０３Ａの配線抵抗と、パターン化された第２の金
属膜１０５Ａの配線抵抗との関係について説明する。
【００８９】
まず、第１の方法としては、パターン化された第１の金属膜１０３Ａの配線抵抗を、パタ
ーン化された第２の金属膜１０５Ａの配線抵抗のほぼ５分の１以下に設定する。
【００９０】
このようにすると、金属配線１１４を流れる電流は主としてパターン化された第１の金属
膜１０３Ａを流れるようになるため、パターン化された第１の金属膜１０３Ａが配線とし
ての主たる役割を担うと共に、第２の金属膜１０５が第３の金属膜１１１を成長させるた
めのシード層としての役割を担うというように、役割分担をすることができる。
【００９１】
従って、第１の金属膜１０３としては、抵抗値が低い金属材料、例えばアルミニウムを用
いることができると共に、第２の金属膜１０５としては、第３の金属膜をメッキ法により
成長させ易い金属材料、例えば銅を用いることができる。
【００９２】
次に、第２の方法としては、パターン化された第１の金属膜１０３Ａの配線抵抗と、パタ
ーン化された第２の金属膜１０５Ａの配線抵抗とをほぼ等しく設定する。
【００９３】
このようにすると、パターン化された第１の金属膜１０３Ａを流れる電流の分布定数回路
における位相と、パターン化された第２の金属膜１０５Ａを流れる電流の分布定数回路に
おける位相とは、金属配線１１４の全領域においてほぼ等しくなるので、該金属配線１１
４を流れる電流により伝搬される信号の乱れを最小限に抑制することができる。尚、この
ように配線抵抗をほぼ等しくするための具体的な方法については、第３の実施形態で詳細
に説明する。
【００９４】
（第２の実施形態）
以下、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置及びその製造方法について、図１５を参
照しながら説明する。
【００９５】
第２の実施形態に係る半導体装置は、第１の実施形態に係る半導体装置に比べて、絶縁膜
１０１に凹状溝１１５（図１４（ａ）を参照）が形成されていない点と、金属配線１１４
同士の間に空隙１１７（図１４（ｃ）を参照）が形成されていない点が異なる。
【００９６】
第２の実施形態に係る半導体装置を製造するためには、第１の実施形態に係る半導体装置
の製造方法の工程から、図１２（ｂ）を参照しながら説明した、第１の層間絶縁膜１０７
に対して全面的にエッチングを行なって第１の層間絶縁膜１０７を薄膜化する工程と、図
１４（ａ）を参照しながら説明した、絶縁膜１０１に対して全面的にエッチングを行なっ
て絶縁膜１０１に凹状溝１１５を形成する工程とを省略すればよい。このようにすると、
金属配線１１４同士の間に空隙１１７を有しない配線構造を形成することができる。
【００９７】
第２の実施形態においても、プラグ１１２と金属配線１１４とは、セルフアライメント構
造を有しているため、金属配線１１４及びプラグ１１２に対して、位置ずれすることなく
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微細加工を施すことができる。
【００９８】
また、第３の金属膜１１１をメッキ法により接続孔１０９の内部に成長させるため、ボイ
ドの無い良好なプラグ１１２を形成することができる。
【００９９】
（第３の実施形態）
以下、第３の実施形態に係る半導体装置について、図１６（ａ）、（ｂ）を参照しながら
説明する。
【０１００】
図１６（ａ）は、第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法により製造された半導体装
置を示し、図１６（ｂ）は、第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法により製造され
た半導体装置を示している。
【０１０１】
第３の実施形態に係る半導体装置は、いずれの構造においても、パターン化された第１の
金属膜１０３Ａの厚さｈ 1  及びパターン化された第２の金属膜１０５Ａの厚さｈ 2  は、パ
ターン化された第１の金属膜１０３Ａの配線抵抗とパターン化された第２の金属膜１０５
Ａの配線抵抗とがほぼ等しくなるように設定されていることを特徴とする。
【０１０２】
このようにすると、パターン化された第１の金属膜１０３Ａを流れる電流の分布定数回路
における位相と、パターン化された第２の金属膜１０５Ａを流れる電流の分布定数回路に
おける位相とは、金属配線１１４の全領域においてほぼ等しくなるので、該金属配線１１
４を流れる電流により伝搬される信号の乱れを最小限に抑制することができる。
【０１０３】
例えば、第１の金属膜１０３がアルミ合金からなり、第２の金属膜１０５が銅からなると
すると、２０℃における電気抵抗率は、アルミ合金が２．６９（μΩ・ｃｍ）であり、銅
が１．６９６（μΩ・ｃｍ）である。従って、同じ配線幅に加工された、パターン化され
た第１の金属膜１０３Ａの配線抵抗とパターン化された第２の金属膜１０５Ａの配線抵抗
とを等しくするためには、膜厚比：ｈ 1  ／ｈ 2  の値がほぼ１．６になるように、第１の金
属膜１０３及び第２の金属膜１０５の各厚さを制御すればよい。
【０１０４】
尚、膜厚比：ｈ 1  ／ｈ 2  の値は、ほぼ±１０％の範囲で許容可能であるから、実用的には
ほぼ１．４～１．８の範囲内であればよい。
【０１０５】
【発明の効果】
本発明に係る半導体装置及びその製造方法によると、プラグは、接続孔の内部において第
２の金属膜の上に選択的に成長した第３の金属膜からなるため、プラグにはボイドが存在
しないので、半導体装置の性能及び信頼性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明するシーケンス図である。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における第１の工程を説明する図で
ある。
【図３】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における第２の工程を説明する図で
ある。
【図４】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における第３の工程を説明する図で
ある。
【図５】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における第４の工程を説明する図で
ある。
【図６】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における第５の工程を説明する図で
ある。
【図７】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における第６の工程を説明する図で
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ある。
【図８】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法における第７の工程を説明する図で
ある。
【図９】（ａ）～（ｄ）は第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す断
面図である。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す
断面図である。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す
断面図である。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す
断面図である。
【図１３】（ａ）～（ｃ）は第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す
断面図である。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す
断面図である。
【図１５】第２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）は第３の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１７】（ａ）～（ｄ）は従来の半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図１８】（ａ）～（ｃ）は従来の半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図１９】（ａ）～（ｃ）は従来の半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【図２０】（ａ）～（ｃ）は従来の半導体装置の製造方法の各工程を示す断面図である。
【符号の説明】
１００　半導体基板
１０１　絶縁膜
１０２　第１のバリアメタル層
１０２Ａ　パターン化された第１のバリアメタル層
１０３　第１の金属膜
１０３Ａ　パターン化された第１の金属膜
１０４　第２のバリアメタル層
１０４Ａ　パターン化された第２のバリアメタル層
１０５　第２の金属膜
１０５Ａ　パターン化された第２の金属膜
１０６　拡散防止膜
１０６Ａ　パターン化された拡散防止膜
１０７　第１の層間絶縁膜
１０７Ａ　パターン化された第１の層間絶縁膜
１０８　第１のマスクパターン
１０９　接続孔
１１０　密着層
１１１　第３の金属膜
１１２　プラグ
１１３　第２のマスクパターン
１１４　金属配線
１１５　凹状溝
１１６　第２の層間絶縁膜
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】
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